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令和３年５月　京都労働局

は し が き
　労働災害による死傷者数は、多くの関係者の努力により、長期的には大きく減少し
ています。
　京都府内の死亡者数は、昭和44年まで100人前後で推移していましたが、近年は20
人を下回り、また休業4日以上の死傷者数は、現在の統計方法が開始された昭和48年
は6,200人を超えていましたが、平成11年には3,000人を下回り、平成20年以降は2,500
人前後で推移してきました。
　令和２年の死亡者数は9人、休業４日以上の死傷者数は2,528人となり、放火事件の
あった令和元年と比べ死亡者数は39人減少しましたが、死傷者数は139人（5.8％）増
加しました。なお、死傷者数には業務に関連した新型コロナウイルス感染症による被
災者を含んでおりますが、その人数を除いても、令和元年より増加となりました。
　一方、定期健康診断実施結果報告による有所見率は、近年増加傾向が続いており、
令和２年は60.68％（対前年比2.66％増）、全国平均の有所見率は58.51％（対前年比
1.87％増）でした。平成28年以降、京都府内の有所見率は、全国平均を上回る状況が
続いており、労働者の高年齢化や在宅勤務等働き方の変化等に伴い、今後も予断を許
さない状況となっています。

　全国で取り組んでいる第13次労働災害防止計画が目指す社会は、「働く方々の一人
一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、一人の被災者も出さ
ないという基本理念の下、働く方々の一人一人が、より良い将来の展望を持ち得るよ
うな社会」であり、その実現のために、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよ
う、不断の努力が必要であることを掲げています。
　京都労働局においては、平成30年度に「第13次労働災害防止推進計画（平成30年度
から令和４年度までの５年間）」を策定し、期間中の死亡者数を70名以内にとどめ、
死傷者数を平成29年（2,430名）と比較して令和４年までに５％以上減少させる目標
をたてました。計画の４年目となる令和３年度も
　① 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
　② 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
　③ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
　④ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
　⑤ 化学物質等による健康障害防止対策の推進
　⑥ 行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携による労働災害防止の取組
の６点を重点施策として、引き続き労働災害防止対策を推進してまいります。

　本冊子は、京都の労働災害等の現状をとりまとめたものです。本冊子が広く関係者
に活用され、働く人々の安全と健康の確保に寄与することを、心より期待します。
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労働災害関係

1　
労
働
災
害
発
生
状
況
の
推
移
　
１
次
防
か
ら
過
去
63
年
（
昭
和
33
年
～
令
和
２
年
）
　

休
業

４
日

以
上

の
死

傷
者

数
　

　
資

料：
労

災
給

付
デ

ー
タ（

平
成

11
年

以
前

）
　

　
労

働
者

死
傷

病
報

告（
平

成
12

年
以

降
）

労働災害関係

2　年別・業種別 労働災害発生状況（平成23年～平成27年）
京都労働局

年　別
業　種 27 年23 年 24 年

全 産 業 2,468 ⑳2,570 ⑱ 2,469 ⑪
製 造 業 466 ②524 ④ 477

食 料 品 製 造 業 132 160 ① 154
繊維工業・繊維製品製造業 22 13 18
木材･木製品･家具等製造業 22 29 23
パ ル プ・紙・印 刷・製 本 業 31 

①

①

46 ① 40
化 学 工 業 30 28 23
窯 業 土 石 製 品 製 造 業 18 21 22
鉄 鋼・非 鉄 金 属 製 造 業 19 26 14
金 属 製 品 製 造 業 63 67 ① 63
一 般 機 械 器 具 製 造 業 47 51 ① 33
電 気 機 械 器 具 製 造 業 21 21 24
輸 送 用 機 械 等 製 造 業 16 17 11
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業 5 3 6
そ の 他 の 製 造 業 40 42 46

鉱 業 53 3 
建 設 業 308 ⑦351 ④ 358④

土 木 工 事 業 69 ②67 85③
建 築 工 事 業 204 ⑤227 ③ 225

木造家屋等建築工事業 57 72 ① 80
そ の 他 の 建 設 業 35 

①
57 ① 48①

運 輸 業 426⑤386 ② 313②
鉄 道 等・道 路 旅 客 運 送 業 141 131 91①
道路貨物運送・陸上貨物取扱業 283 ②

③
254 ② 219①

その他の運輸交通・港湾運送業 2 1 3

農林・畜産・水産業 75①

②

100 107①
業林 37 ①53 60①

商 業 339 ③375 ③ 363①
小 売 業 259 ③274 ② 271①

金 融 ・ 広 告 業 2848 35
保 健 衛 生 業 294 251 277①

社 会 福 祉 施 設 225 180 195①

接 客 娯 楽 業 206215 194①
旅 館 業 48 51 41
飲 食 店 123 125 121
ゴ ル フ 場 の 事 業 12 20 15①

清 掃 ・と 畜 業 129 120 ① 151 
ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 71 71 82 
産 業 廃 棄 物 処 理 業 22 23 ① 33 

そ の 他 192 197 ④ 191①
警 備 業 40 39 ② 28①

26 年

2,325 ⑱
423②

132
18
25
47
14
14
13
63①

①

34
14
8
6

35

6 
353③

68①
233①

①
73
52

405⑤
134
269⑤

2

81①
38①

345⑤
271②

21
243
179

169
32

108
12

114 ①
57 
26 

165①
30

25 年

2,488 ⑯
480③

163
17
26
38
18
21
14①
65①
36①
17
13
2

50

7 
341④

60②
239②
92
42

369②
121①
246①

2

92①
40①

361①
264①

29
320
238

175①
35

110①
14

125 ②
78 ①
26 ①

189②
33①

資料：労働者死傷病報告による休業 4 日以上の死傷者数。○数字は死亡災害報告による死亡者数。
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労働災害関係

2　年別・業種別 労働災害発生状況（平成28年～令和2年）
京都労働局

年　別
業　種 2年28 年 29 年 元年

全 産 業 2,528 ⑨2,296 ⑧ 2,430 2,389
製 造 業 449 ①435 483 ③ 448 ①

食 料 品 製 造 業 150 

①

143 151 148 
繊維工業・繊維製品製造業 8 15 26 ① 25 
木材・木製品・家具等製造業 25 19 27 14 
パ ル プ・紙・印 刷・製 本 業 22 29 39 29 
化 学 工 業 31 20 24 30 
窯 業 土 石 製 品 製 造 業 14 18 16 ② 10 
鉄 鋼・非 鉄 金 属 製 造 業 12 15 9 16 
金 属 製 品 製 造 業 60 54 63 58 
一 般 機 械 器 具 製 造 業 42 23 37 44 
電 気 機 械 器 具 製 造 業 25 30 27 30 
輸 送 用 機 械 等 製 造 業 9 13 18 13 

①

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業 4 4 0 2 
そ の 他 の 製 造 業 47 52 46 29 

鉱 業 6①3 8 1 
建 設 業 295②271 ② 304 ⑩ 268 ⑦

土 木 工 事 業 62 ①47 ① 67 ③ 48 ①

①
建 築 工 事 業 169 ①170 ① 187 ⑥ 160 ⑥

木造家屋等建築工事業 42 57 45 33 
そ の 他 の 建 設 業 64 54 50 ① 60 

運 輸 業 378②410 ① 412 ④ 369 ①
鉄 道 等・道 路 旅 客 運 送 業 74 156 135 ① 117 
道路貨物運送・陸上貨物取扱業 303 ②252 ① 275 ③ 250 

①

その他の運輸交通・港湾運送業 1 2 2 2 

農林・畜産・水産業 62 73 ③ 65 64 
業林 23 36 ① 26 26 

商 業 369 ②

①

336 ① 331 ② 358 ①

①

37

小 売 業 253 ①

①

232 ① 257 ② 254 ①

①

金 融 ・ 広 告 業 3222 22 32
保 健 衛 生 業 459276 272 317 

社 会 福 祉 施 設 317 216 211 232 

接 客 娯 楽 業 171176 ① 187 194 
旅 館 業 28 37 42 38 
飲 食 店 113 117 ① 118 114 
ゴ ル フ 場 の 事 業 13 14 9 18 

清 掃 ・と 畜 業 117126 153 ① 119 
ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 70 53 72 ① 53 
産 業 廃 棄 物 処 理 業 21 35 30 27 

そ の 他 190 168 193 ① 219
警 備 業 46 31 28 ① 32 

30 年

2,478 ⑨
458 ①

153 
15 
18 
26 
29 
13 
11 
46 
45 
28 
21 ①
2 

51 

2 
296 ③

50 ①
202 ②
57 
44 

430 ①
129 
300 ①

1 

77 
30 

363 ④
248 ①

23 
288 
214 

223 
43 

136 
15 

121 
55 
30 

197 
32 

4821

資料：労働者死傷病報告による休業 4 日以上の死傷者数。○数字は死亡災害報告による死亡者数。
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労働災害関係

2　年別・業種別 労働災害発生状況（平成28年～令和2年）
京都労働局

年　別
業　種 2年28 年 29 年 元年

全 産 業 2,528 ⑨2,296 ⑧ 2,430 2,389
製 造 業 449 ①435 483 ③ 448 ①

食 料 品 製 造 業 150 

①

143 151 148 
繊維工業・繊維製品製造業 8 15 26 ① 25 
木材・木製品・家具等製造業 25 19 27 14 
パ ル プ・紙・印 刷・製 本 業 22 29 39 29 
化 学 工 業 31 20 24 30 
窯 業 土 石 製 品 製 造 業 14 18 16 ② 10 
鉄 鋼・非 鉄 金 属 製 造 業 12 15 9 16 
金 属 製 品 製 造 業 60 54 63 58 
一 般 機 械 器 具 製 造 業 42 23 37 44 
電 気 機 械 器 具 製 造 業 25 30 27 30 
輸 送 用 機 械 等 製 造 業 9 13 18 13 

①

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業 4 4 0 2 
そ の 他 の 製 造 業 47 52 46 29 

鉱 業 6①3 8 1 
建 設 業 295②271 ② 304 ⑩ 268 ⑦

土 木 工 事 業 62 ①47 ① 67 ③ 48 ①

①
建 築 工 事 業 169 ①170 ① 187 ⑥ 160 ⑥

木造家屋等建築工事業 42 57 45 33 
そ の 他 の 建 設 業 64 54 50 ① 60 

運 輸 業 378②410 ① 412 ④ 369 ①
鉄 道 等・道 路 旅 客 運 送 業 74 156 135 ① 117 
道路貨物運送・陸上貨物取扱業 303 ②252 ① 275 ③ 250 

①

その他の運輸交通・港湾運送業 1 2 2 2 

農林・畜産・水産業 62 73 ③ 65 64 
業林 23 36 ① 26 26 

商 業 369 ②

①

336 ① 331 ② 358 ①

①

37

小 売 業 253 ①

①

232 ① 257 ② 254 ①

①

金 融 ・ 広 告 業 3222 22 32
保 健 衛 生 業 459276 272 317 

社 会 福 祉 施 設 317 216 211 232 

接 客 娯 楽 業 171176 ① 187 194 
旅 館 業 28 37 42 38 
飲 食 店 113 117 ① 118 114 
ゴ ル フ 場 の 事 業 13 14 9 18 

清 掃 ・と 畜 業 117126 153 ① 119 
ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 70 53 72 ① 53 
産 業 廃 棄 物 処 理 業 21 35 30 27 

そ の 他 190 168 193 ① 219
警 備 業 46 31 28 ① 32 

30 年

2,478 ⑨
458 ①

153 
15 
18 
26 
29 
13 
11 
46 
45 
28 
21 ①
2 

51 

2 
296 ③

50 ①
202 ②
57 
44 

430 ①
129 
300 ①

1 

77 
30 

363 ④
248 ①

23 
288 
214 

223 
43 

136 
15 

121 
55 
30 

197 
32 

4821

資料：労働者死傷病報告による休業 4 日以上の死傷者数。○数字は死亡災害報告による死亡者数。

労働災害関係

3-1　令和 2 年 労働災害発生状況 業種別（対前年比較）
京都労働局

区　分

業　種

休業 4 日以上の死傷災害 死亡災害
元年 対前年

増　減
増減率
（%） 2年 対前年

増　減

全 産 業 2,389 139 5.8 9 -39
製 造 業 448 1 0.2 1

食 料 品 製 造 業 148 2
-17
11
-7
1
4
-4
2
-2
-5
-4
2

18

   1.4
 -68.0
 78.6
 -24.1

 3.3
 40.0
 -25.0

 3.4
 -4.5

 -16.7
 -30.8

 100.0
 62.1

 
繊維工業・繊維製品製造業 25
木材・木製品・家具等製造業 14
パ ル プ・紙・印 刷・製 本 業 29
化 学 工 業 30
窯 業 土 石 製 品 製 造 業 10
鉄 鋼・非 鉄 金 属 製 造 業 16
金 属 製 品 製 造 業 58
一 般 機 械 器 具 製 造 業 44
電 気 機 械 器 具 製 造 業 30
輸 送 用 機 械 等 製 造 業 13

1 1

-1

-1

-1

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業 2

43.8

そ の 他 の 製 造 業 29

鉱 業 1 5 500.0
建 設 業 268 27 10.1 2

1

1

-5
土 木 工 事 業 48 14

9
9
4

  29.2
 5.6

 27.3
 6.7

 1
建 築 工 事 業 160  1 -5

木造家屋等建築工事業 33  
そ の 他 の 建 設 業 60  

運 輸 業 369 9 2.4 2
鉄 道 等・道 路 旅 客 運 送 業 117 -43

53
-1

  -36.8
 21.2
 -50.0

  
道路貨物運送・陸上貨物取扱業 250  2 2 
その他の運輸交通・港湾運送業 2   

農林・畜産・水産業 64 -2 -3.1
業林 26 -3  -11.5 

商 業 358 11 3.1 2 1

1

1

小 売 業 254 -1 -0.4 1

1

元年

48
1

1

7
1

1
6

1
1

1

37

1

1

1

1

 

金 融 ・ 広 告 業 32 0 ―  
保 健 衛 生 業 317 142 44.8  

社 会 福 祉 施 設 232 85  36.6  

接 客 娯 楽 業 194 -23 -11.9  
旅 館 業 38 -10  -26.3  
飲 食 店 114 -1  -0.9  
ゴ ル フ 場 の 事 業 18 -5  -27.8  

清 掃 ・と 畜 業 119 -2 -1.7 -1

1

ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 53 17 32.1 
-1

1

 
産 業 廃 棄 物 処 理 業 27 -6 -22.2     

そ の 他 219 -29 -13.2 -37
警 備 業 32

2年

2,528
449

150
8

25
22
31
14
12
60
42
25
9
4

47

6
295

62
169
42
64

378
74

303
1

62
23

369
253

32
459

317

171
28

113
13

117
70
21

190
46 14   -1 

資料：休業 4 日以上の死傷者数は労働者死傷病報告による。死亡者数は死亡災害報告による。 6



労働災害関係
3-
2　
令
和
2
年
　
労
働
災
害
発
生
状
況
　業
種
別
・
起
因
物
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
労
働
局

資
料

：
労

働
者

死
傷

病
報

告
に

よ
る

休
業

4
日

以
上

の
死

傷
者

数
。

○
数

字
は

死
亡

災
害

報
告

に
よ

る
死

亡
者

数
。

起
　

因
　

物

業
　

種

動
力

機
械

物
上

げ
装

置・
運

搬
機

械
そ

の
他

の
装

置
等

・物築建・物設仮

等物築構
物

質・
材

料

荷

等境環

他のそ

計合

機動原

導伝力動

構機

用工加材木

械機

械機用設建

用工加属金

械機

力動般一

械機

材木系両車

等械機出伐

力動

機搬運力動

物乗

器容力圧

備設学化

置装接溶

等釜・炉

備設気電

械機力人

等具工

具用

の他のそ

備設・置装

・物険危
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労働災害関係

3-4　労働災害発生状況 監督署別（対前年比較）
京都労働局

休 業 4 日 以 上 の 死 傷 災 害
令和2年 令和元年 増減数・率

死傷災害 構成比(%) 死傷災害 構成比(%) 増減数 増減率(%)

京都労働局 2,528⑨ 39100.0% 139－ 5.8%
京 都 上 609

630
868
117
61

116
127

③

③
①
①
①

127
－9

1
8
5

20
－13

－②
－①
－
①
⓪
①
⓪

24.1%
24.9%
34.3%
4.6%
2.4%
4.6%
5.0%

26.3%
－1.4%

0.1%
7.3%
8.9%

20.8%
－9.3%

京 都 下
京 都 南
福 知 山
舞 鶴
丹 後
園 部

2,38948 100.0%
482⑤ 20.2%
639① 26.7%
86741 36.3%
109 4.6%
56① 2.3%
96　 4.0%

140 5.9%
※休業4日以上の死傷者数は労働者死傷病報告による。○数字は死亡災害報告による死亡者数。
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630
868
117
61

116
127

③

③
①
①
①

127
－9

1
8
5

20
－13

－②
－①
－
①
⓪
①
⓪

24.1%
24.9%
34.3%
4.6%
2.4%
4.6%
5.0%

26.3%
－1.4%

0.1%
7.3%
8.9%

20.8%
－9.3%

京 都 下
京 都 南
福 知 山
舞 鶴
丹 後
園 部

2,38948 100.0%
482⑤ 20.2%
639① 26.7%
86741 36.3%
109 4.6%
56① 2.3%
96　 4.0%

140 5.9%
※休業4日以上の死傷者数は労働者死傷病報告による。○数字は死亡災害報告による死亡者数。

900
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700
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500

400

300

200

100

0

上
都
京

下
都
京

南
都
京

山
知
福 舞
　鶴

丹
　後

園
　部

■令和2年　 ■令和元年

京都上
24.1

24.9

%

京都下
%

京都南
%

%

監督署別 対前年比較 監督署別 発生割合

38

福知山
4.6%

舞鶴
2.4%

丹後
4.6

園部
5.0%

34.3

労働災害関係

3-5　労働災害発生状況 事業場規模別

3-6　労働災害発生状況 年齢別

京都労働局
規模

業種
～9人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人～ 合　計

全 産 業 495④ 548② 412① 401①　453①　219 2,528⑨
製 造 業 68 

2 

204 

32 

36 

62 

0 

15 

31 

24 

21 

鉱 業

建 設 業 ②

②

76 

0 

7 

88 

10 

53 

5 

82 

39 

15 

37 

①

68

1

40

59

9

42

2

51

25

14

27

79 

0 

6 

80 

0 

65 

8 

76 

32 

22 

33 

①

107 

0 

76 

98 

12 

57 

7 

85 

31 

20 

43 

①

99 

0 

1 

87 

0 

65 

1 

126 

14 

18 

42 

①

119 

3 

53 

129 

15 

98 

14 

113 

26 

29 

50 

①

①

①

449 

6 

295 

378 

62 

369 

32 

459 

171 

117 

190 

①

①

②

②

②

①

449 

6 

295 

378 

62 

369 

32 

459 

171 

117 

190 

①

①

②

②

②

①

40 

0 

0 

20 

0 

34 

6 

70 

2 

12 

35 

89 

2 

68 

58 

12 

100 

9 

137 

48 

46 

50 

②

①

①

87 

4 

77 

71 

16 

90 

12 

90 

53 

26 

22 

①

①

59 

0 

48 

27 

14 

58 

0 

72 

32 

7 

20 

①

運 輸 業

農林・畜産・水産業

商 業

金 融 ・ 広 告 業

保 健 衛 生 業

接 客 娯 楽 業

清 掃 ・ と 畜 業

そ の 他
資料：労働者死傷病報告による休業 4 日以上の死傷者数。○数字は死亡災害報告による死亡者数。

京都労働局
年齢

業種
～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳～ 合　計

全 産 業 49 337①　 338 536① 649③ 619④ 2,528⑨
製 造 業 7 

0 

10 

7 

0 

14 

0 

1 

9 

1 

0 

鉱 業

建 設 業

運 輸 業

農林・畜産・水産業

商 業

金 融 ・ 広 告 業

保 健 衛 生 業

接 客 娯 楽 業

清 掃 ・ と 畜 業

そ の 他
資料：労働者死傷病報告による休業 4 日以上の死傷者数。○数字は死亡災害報告による死亡者数。
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労働災害関係
4　
死
亡
災
害
の
推
移
　
１
次
防
か
ら
過
去
63
年
（
昭
和
33
年
～
令
和
２
年
）

全
産

業

 

製
造

業

建
設

業  

数者亡死↑

労
働

災
害

防
止

計
画

1次
防

2次
防

3次
防

4次
防

5次
防

6次
防

7次
防

8次
防

9次
防

10
次

防
11

次
防

12
次

防
13

次
防

88
 80

 84
 10

2 83
 99

 10
1 92

 

10
7 

10
7 10

4 10
1 85

 55
 83

 86
 63

 60
 50

 41
 36

 
37

 41
 58

 37
 33

 46
 28

 42
 49

 46
 32

 51
 40

 4
0 

35
 44

 51
 40

 34
 42

 27
 37

 27
 

26
 34

 21
 19

 22
 24

 23
 

23
 

20
 18

 11
 

16
 

9人

15
 22

 19
 21

 19
 

18
 

14
 25

 19
 20

 
21

 13
 10

 18
 9 

13
 11

 
10

 6 
8 

6 10
 

10
 

8 
10

 8 

5 

7 
6 

6 
7 

6 

5 
6 

8 

6 
7 

9 

6 
6 

5 
6 

4 
5 

5 

0 

10
 

2 

7 

3 
5 

4 
0 

3
1人

42
 50

 43
 

45
 43

 
43

 

60
 51

 48
 41

 
42

 22
 42

 
43

 

30
 34

 24
 18

 21
 17

 24
 25

 

14
 12

 16
 12

 18
 22

 

24
 16

 23
 17

 14
 17

 
16

 20
 16

 1
6 

17
 12

 
14

 11
 10

 8 

5 

9 

6 

10
 

11
 7 

7 
4 

4 
4 

2 人

20
 

40
 

60
 

80
 

10
0 10
 

30
 

50
 

70
 

90
 

11
0 

S 3
3

S3
4

S3
5

S3
6

S3
7

S3
8

S3
9

S4
0

S4
1

S4
2

S4
3

S4
4

S4
5

S4
6

S4
7

S4
8

S4
9

S5
0

S5
1

S5
2

S5
3

S5
4

S5
5

5S
6

S5
7

S5
8

S5
9

S6
0

S6
1

S6
2

S6
3

H1
H2

H3
H4

H5
H6

H7
H8

H9
H1

0
H1

1
H1

2
H1

3
H1

4
H1

5
H1

6
H1

7
H1

8
H1

9
H2

0
H2

1
H2

2
H2

3
H2

4
H2

5
年

（
人

）

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R１
R２

18 23 2
22

318

20 20 77

21 21 10 10 3 3

9

48

33
7

1
1

8 8 22 0 0

資
料

：
死

亡
災

害
報

告
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労働災害関係

4　
死
亡
災
害
の
推
移
　
１
次
防
か
ら
過
去
63
年
（
昭
和
33
年
～
令
和
２
年
）

全
産

業

 

製
造

業

建
設

業  

数者亡死↑

労
働

災
害

防
止

計
画

1次
防

2次
防

3次
防

4次
防

5次
防

6次
防

7次
防

8次
防

9次
防

10
次

防
11

次
防

12
次

防
13

次
防

88
 80

 84
 10

2 83
 99

 10
1 92

 

10
7 

10
7 10

4 10
1 85

 55
 83

 86
 63

 60
 50

 41
 36

 
37

 41
 58

 37
 33

 46
 28

 42
 49

 46
 32

 51
 40

 4
0 

35
 44

 51
 40

 34
 42

 27
 37

 27
 

26
 34

 21
 19

 22
 24

 23
 

23
 

20
 18

 11
 

16
 

9人

15
 22

 19
 21

 19
 

18
 

14
 25

 19
 20

 
21

 13
 10

 18
 9 

13
 11

 
10

 6 
8 

6 10
 

10
 

8 
10

 8 

5 

7 
6 

6 
7 

6 

5 
6 

8 

6 
7 

9 

6 
6 

5 
6 

4 
5 

5 

0 

10
 

2 

7 

3 
5 

4 
0 

3
1人

42
 50

 43
 

45
 43

 
43

 

60
 51

 48
 41

 
42

 22
 42

 
43

 

30
 34

 24
 18

 21
 17

 24
 25

 

14
 12

 16
 12

 18
 22

 

24
 16

 23
 17

 14
 17

 
16

 20
 16

 1
6 

17
 12

 
14

 11
 10

 8 

5 

9 

6 

10
 

11
 7 

7 
4 

4 
4 

2 人

20
 

40
 

60
 

80
 

10
0 10
 

30
 

50
 

70
 

90
 

11
0 

S 3
3

S3
4

S3
5

S3
6

S3
7

S3
8

S3
9

S4
0

S4
1

S4
2

S4
3

S4
4

S4
5

S4
6

S4
7

S4
8

S4
9

S5
0

S5
1

S5
2

S5
3

S5
4

S5
5

5S
6

S5
7

S5
8

S5
9

S6
0

S6
1

S6
2

S6
3

H1
H2

H3
H4

H5
H6

H7
H8

H9
H1

0
H1

1
H1

2
H1

3
H1

4
H1

5
H1

6
H1

7
H1

8
H1

9
H2

0
H2

1
H2

2
H2

3
H2

4
H2

5
年

（
人

）

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R１
R２

18 23 2
22

318

20 20 77

2121 10 10 3 3

9

48

33
7

1
1

8 8 22 0 0

資
料

：
死

亡
災

害
報

告

労働災害関係

5-1　令和 2 年 死亡災害発生状況 業種別・起因物別

5-2　令和 2 年 死亡災害発生状況 業種別・事故の型別　

京都労働局
起　因　物

業　　種

動　力　機　械 物上げ装置
・運搬機械 そ の 他 の 装 置 等

等
物
築
構・
物
築
建・
物
設
仮 物質・材料

荷

等

境

環

他

の

そ

合

　
　
　
　

計

機

動

原

構
機
導
伝
力
動

械
機
用
工
加
材
木

械
機
用
設
建

械
機
用
工
加
属
金

械
機
力
動
般
一

等
械
機
出
伐
材
木
系
両
車

機
搬
運
力
動 乗

物 器

容

力

圧

備

設

学

化

置

装

接

溶

等

釜

・

炉

備

設

気

電

等
具
工
械
機
力
人 用

具 備
設・
置
装
の
他
の
そ

等
物
害
有
・
物
険
危 材

料

全 産 業 2 1 2 1 ９
製 造 業 １

１
２
２

２

１

鉱 業

建 設 業 1

1

運 輸 業

1

1

1

農林・畜産・水産業

商 業 1

2

1

11

1

接 客 娯 楽 業

清 掃・と 畜 業

そ の 他

元　　年 2

2 1 1

1 5 36

2

1 48
30　　年 4 1 3 1 9
29　　年 7 2

1 11

2 4 21
資料：死亡災害報告

京都労働局
事故の型

業　　種 落

墜

落

転

倒

転

突

激

来

飛

下

落

壊

崩

壊

倒

れ
さ
突
激

れ
ま
さ
は

れ
ま
込
き
巻

・
れ
切

れ
す
こ

き
抜
み
踏

れ
ぼ
お

の
温
低・
温
高

触
接
の
と
物

等
物
害
有

触
接
の
と

電

感

発

爆

裂

破

災

火

故
事
通
交

）
路
道
（

故
事
通
交

）
他
の
そ
（

・動
反
の
作
動

作
動
な
理
無

他
の
そ

計

合 元

年

30

年

29

年

全 産 業 3 1 1 1 2 1
１
１
２
２

２

１

48９ 21
製 造 業 1

7
1

1

1
37

1

3
1

4

3

10
4

2

1
1

1
鉱 業

建 設 業 1 1
1

1

運 輸 業

農林・畜産・水産業

商 業 2
接 客 娯 楽 業

清 掃・と 畜 業

そ の 他

９

元 　　年 5 2

2

1

1 1

36 2 48
30　　年 3 1 2

2

1
3 9

29　　年 4 3 3

1

1 6 21
資料：死亡災害報告
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№ 災害発生
月　　時 業　　種 起　因　物 事 故 の 型 被災者概要

事業場規模 災　害　の　概　要

1
2月
18時

商業
（その他の小売業）

乗物
（乗用車、バス、

バイク）

交通事故 
（道路）

女60代
1～9人

バイクで走行、交差点を右折中、直進して
きた相手方バイクと接触した。

2
5月
13時

建設業
（その他の土木工事業）

木材加工用
機械

（チェ－ンソー）

切れ、 
こすれ

男40代
1～9人

けやき枯損木の枝打作業中、チェーンソーが
腹部にふれ、切傷した。

3
5月
17時

建設業
（その他の建築工事業）

仮設物・建築
物・構築物等

（開口部）
墜落、転落 男50代

1～9人
マンション建築現場で、脚立を使用し養生
シートの取り外し作業中、ロングスパン工
事用エレベーターの昇降路内に墜落した。

4
6月
13時

鉱業
（採石業）

建設機械等
（整地・運搬・

　積込み用機械）
墜落、転落 男50代

10～29人

ホイール式トラクターショベルで採石場の
通路を走行中、路肩の盛土に乗り上げ、当
該重機とともに約５０ｍ下の防災調整池に
転落した。

5
7月
17時

製造業
（計量器測定器製造業）

起因物なし
（起因物なし） その他 男50代

30～49人
業務に起因して精神障害を発症し、飛び降
り自殺した。

6
8月
7時

保健衛生業
（社会福祉施設）

仮設物・建築
物・構築物等

（開口部）
墜落、転落 男70代

50～99人
植木剪定中、建屋吹抜けの開口部から4.7ｍ
下の床面まで墜落した。

7
9月
7時

運輸交通業
（一般貨物自動車運送業）

建設機械等
（高所作業車）

はさまれ、
巻き込まれ

男60代
10～29人

高所作業車にて建物の塗装作業中、高所作
業車と鉄骨の間に頭部を挟まれた。

8
10月
12時

商業
（その他の卸売業）

動力運搬機
（トラック）

交通事故
（道路）

男20代
1～9人

高速道路で、加害者運転のトラックが、渋
滞により停車中の被災者運転のトラックに
衝突し、玉突き状態で前方の大型トラック
に挟まれた。

9
11月
18時

運輸交通業
（一般貨物自動車運送業）

動力運搬機
（トラック） 激突され 男60代

100～299人

構内の駐車場で、トラックを駐車して降車
したところ、トラックが動き出したため、
後方に回って止めようとして、フェンスと
トラックに挟まれた。

労働災害関係

6　令和 2年　死亡災害一覧
京都労働局

全産業 9 【製造業１　鉱　業１　建設業２　運輸業２　農林業０　商　業２　その他１】

健康確保関係

7　令和 2年　定期健康診断実施状況（業種別）
京都労働局

区　分
業　種

健診実施
事業場数 受診者数 所見のあった者

人数 有所見率（％） 全国有所見率（％）

全 産 業
製 造 業

食 品 製 造    
繊 維 工 業    
衣 服・繊 維    
木 材・木 製   
家 具・装 備    
パ ル プ 等    
印 刷・製 本    
化 学 工 業    
窯 業・土 石   
鉄 鋼 業    
非 鉄 金 属    
金 属 製 品    
一 般 機 器    
電 気 機 器    
輸 送 機 器    
電 気 ・ガ ス    
他 の 製 造    
鉱 業
建 設 業

土 木 工 事    
建 築 工 事    
他 の 建 設    
運輸交通業

鉄 道 等   
道 路 旅 客   
道 路 貨 物    
他 の 運 輸   
貨物取扱業

陸 上 貨 物   
港 湾 運 送    
農 林 業
畜産・水産業
商 業
金融・広告業
映画・演劇業
通 信 業
教育・研究業
保健衛生業
接客娯楽業
清掃・と畜業
官 公 署
他 の 事 業

資料：定期健康診断結果報告
（注） 1 「健診実施事業場数」欄は健診実施延事業場数である。

2 「所見のあった者」の人数は労働安全衛生規則第４４条及び第４５条で規定する健康診断項目のいずれかが
有所見であった者（他覚所見のみを除く）の人数である。

3 「有所見率」は、所見のあった人数（他覚所見のみを除く）を受診者で割った値である。
4 この表に掲載の数値はすべて未確定値である（以下、項目10(18ページ)まで同様）。

2,373
625
112
12
6
3
1

11
37
68
20
7
8

48
94

102
29
17
50
1
42
7

19
16
203
32
84
87
0
23
22
1

0
396
65
7
11
136
429
114
70
3

248

240,938
70,745
11,464

990
399
408
61

1,079
3,783
6,629
2,261

349
597

3,671
11,259
16,120
6,288
2,142
3,245
50

3,126
479

1,419
1,228
18,513

3,669
8,572
6,272

0
1,337
1,296

41

0
29,754
8,752
207
1,597
22,515
46,525
5,778
5,008
148

26,883

146,202
42,635

6,813
569
284
278
42

646
2,124
3,853
1,548

244
445

2,203
6,600
9,692
3,684
1,681
1,929
36

2,033
354
843
836

13,068
1,891
6,708
4,469

0
851
820
31

0
18,072
5,050
129
837

13,361
26,395
3,046
3,812
114

16,763

60.68
60.27
59.43
57.47
71.18
68.14
68.85
59.87
56.15
58.12
68.47
69.91
74.54
60.01
58.62
60.12
58.59
78.48
59.45
72.00
65.04
73.90
59.41
68.08
70.59
51.54
78.25
71.25
0.00
63.65
63.27
75.61

0.00
60.74
57.70
62.32
52.41
59.34
56.73
52.72
76.12
77.03
62.36

58.51
57.36
58.68
59.54
60.19
62.15
59.74
61.77
60.08
56.32
61.05
53.82
57.54
60.59
57.22
57.97
52.39
65.78
58.96
67.01
64.60
71.92
62.11
63.44
66.69
47.46
75.17
67.36
52.73
61.80
61.43
63.28
68.67
61.71
59.87
57.30
53.65
59.00
57.90
54.03
58.18
70.05
66.89
59.00
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労働災害関係

6　令和 2年　死亡災害一覧
京都労働局

全産業 9 【製造業１　鉱　業１　建設業２　運輸業２　農林業０　商　業２　その他１】

健康確保関係

7　令和 2年　定期健康診断実施状況（業種別）
京都労働局

区　分
業　種

健診実施
事業場数 受診者数 所見のあった者

人数 有所見率（％） 全国有所見率（％）

全 産 業
製 造 業

食 品 製 造    
繊 維 工 業    
衣 服・繊 維    
木 材・木 製   
家 具・装 備    
パ ル プ 等    
印 刷・製 本    
化 学 工 業    
窯 業・土 石   
鉄 鋼 業    
非 鉄 金 属    
金 属 製 品    
一 般 機 器    
電 気 機 器    
輸 送 機 器    
電 気 ・ガ ス    
他 の 製 造    
鉱 業
建 設 業

土 木 工 事    
建 築 工 事    
他 の 建 設    
運輸交通業

鉄 道 等   
道 路 旅 客   
道 路 貨 物    
他 の 運 輸   
貨物取扱業

陸 上 貨 物   
港 湾 運 送    
農 林 業
畜産・水産業
商 業
金融・広告業
映画・演劇業
通 信 業
教育・研究業
保健衛生業
接客娯楽業
清掃・と畜業
官 公 署
他 の 事 業

資料：定期健康診断結果報告
（注） 1 「健診実施事業場数」欄は健診実施延事業場数である。

2 「所見のあった者」の人数は労働安全衛生規則第４４条及び第４５条で規定する健康診断項目のいずれかが
有所見であった者（他覚所見のみを除く）の人数である。

3 「有所見率」は、所見のあった人数（他覚所見のみを除く）を受診者で割った値である。
4 この表に掲載の数値はすべて未確定値である（以下、項目10(18ページ)まで同様）。

2,373
625
112
12
6
3
1

11
37
68
20
7
8

48
94

102
29
17
50
1
42
7

19
16
203
32
84
87
0
23
22
1

0
396
65
7
11
136
429
114
70
3

248

240,938
70,745
11,464

990
399
408
61

1,079
3,783
6,629
2,261

349
597

3,671
11,259
16,120
6,288
2,142
3,245
50

3,126
479

1,419
1,228
18,513

3,669
8,572
6,272

0
1,337
1,296

41

0
29,754
8,752
207
1,597
22,515
46,525
5,778
5,008
148

26,883

146,202
42,635

6,813
569
284
278
42

646
2,124
3,853
1,548

244
445

2,203
6,600
9,692
3,684
1,681
1,929
36

2,033
354
843
836

13,068
1,891
6,708
4,469

0
851
820
31

0
18,072
5,050
129
837

13,361
26,395
3,046
3,812
114

16,763

60.68
60.27
59.43
57.47
71.18
68.14
68.85
59.87
56.15
58.12
68.47
69.91
74.54
60.01
58.62
60.12
58.59
78.48
59.45
72.00
65.04
73.90
59.41
68.08
70.59
51.54
78.25
71.25
0.00
63.65
63.27
75.61

0.00
60.74
57.70
62.32
52.41
59.34
56.73
52.72
76.12
77.03
62.36

58.51
57.36
58.68
59.54
60.19
62.15
59.74
61.77
60.08
56.32
61.05
53.82
57.54
60.59
57.22
57.97
52.39
65.78
58.96
67.01
64.60
71.92
62.11
63.44
66.69
47.46
75.17
67.36
52.73
61.80
61.43
63.28
68.67
61.71
59.87
57.30
53.65
59.00
57.90
54.03
58.18
70.05
66.89
59.00
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健康確保関係

8-2　定期健康診断 業種別 有所見率（％）（令和 2 年）

8-3　定期健康診断 健診項目別 有所見率（％）（令和 2 年全産業）

60.68

72.00

65.04

70.59

63.65
60.74

57.70
59.34

56.73

52.41 52.72

62.36
59.00 58.18

59.0058.51 57.36

67.01
64.60 66.69

61.80 59.87
57.30 57.90

54.03

70.05

全国有所見率（%）

折れ線：全国有所見率（％）
縦　棒：京都有所見率（％）
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資料：定期健康診断結果報告（全国有所見率は未確定値）

資料：定期健康診断結果報告（全国有所見率は未確定値）
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健康確保関係

9　令和 2年　特殊健康診断実施状況（対象業務別）
区　分

対 象 業 務
健診実施
事業場数 受診労働者数 所見のあった者 所見のあった者

人数 有所見率（％）有所見率（全国）
特 殊 健 康 診 断 合 計
有 機 溶 剤

鉛
四 ア ル キ ル 鉛
電 離 放 射 線
除 染 電 離 放 射 線
高 気 圧
特 定 化 学 物 質

石 綿（ ア ス ベ ス ト ）

資料：各特殊健康診断結果報告

（注）　 特定化学物質欄の健診実施事業場数及び受診労働者数は、何らかの対象業務の健診実施事業場数及び受診
労働者数であり、各対象業務別の健診実施事業場数及び受診労働者数を集計したものではありません。

ジクロルベンジジン 
塩素化ビフェニル 
オルト－トリジン 
ベリリウム 
アクリルアミド 
アクリロニトリル 
アルキル水銀化合物 
エチレンイミン 
塩化ビニル 
塩素 
カドミウム 
クロム酸 
クロロメチルメチルエーテル 
五酸化バナジウム 
コールタール 
シアン化カリウム 
シアン化水素 
シアン化ナトリウム 
３・３’－ジクロロ－４・４’－ジアミノジフェニルメタン
臭化メチル 
重クロム酸 
水 銀 
トリレンジイソシアネート 
ニッケルカルボニル 
パラ－ニトロクロルベンゼン 
弗化水素 
ベンゼン 
ペンタクロルフェノール 
マゼンタ 
マンガン 
沃化メチル 
硫化水素 
硫酸ジメチル 
ニッケル化合物 
砒 素 
酸 化 プロピレン 
１・１ － ジメチルヒドラジン 
インジウム及びその化合物　 
エチルベンゼン 
コバルト及びその無機化合物
１・２-ジクロロプロパン 
クロロホルム 
四塩化炭素 
１・４-ジオキサン 
１・２-ジクロロエタン 
ジクロロメタン 
スチレン 
１・１・２・２-テトラクロロエタン
テトラクロロエチレン 
トリクロロエチレン 
メチルイソブチルケトン 
ナフタレン 
リフラクトリーセラミックファイバー
オルトートルイジン 
三酸化二アンチモン 
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18

1
97
3

46
173
59
14
12
4

378
54

602
10

107
261
243
85

207
137
36

242
94

132
5
1

914
143
36
1

1,227
12
59
23

1,137
254
67
3

446
1,885
1,609

26
962
154
195
113

1,174
563
39
54

106
1,234

150
613
14

128

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
4
5
4
0
25
2
7
4
28
3
0
0
5
3
0
3
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
1.06
0.00
0.00
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.39
0.00
0.00
0.90
0.27
0.25
0.00
2.60
1.30
3.59
3.54
2.39
0.53
0.00
0.00
4.72
0.24
0.00
0.49
0.00
0.00

0.28
1.29
4.17
1.01
1.27
1.05
0.85
0.54
2.28
0.54
2.00
1.24
0.50
3.25
0.24
1.63
1.01
1.92
2.55
2.44
1.41
2.15
0.80
0.00
0.17
0.67
2.11
0.34

11.73
0.76
0.49
0.62
2.39
0.44
1.24
0.14
0.52
1.14
0.93
0.40
9.81
5.40
4.73
5.44
4.21
7.20
5.90
4.93
7.61
5.68
1.44
1.69
0.93
1.56
0.63

1,910
802
96
0

312
3
3

599

1,781
1,011
67
0

576
0
20
107

4.29
7.23
3.53
0.00
7.14
0.00
46.51
0.65

4.22
5.18
1.59
0.00
9.03
6.99
4.40
1.90

95 1,126 0 0.00 0.72

京都労働局
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健康確保関係

9　令和 2年　特殊健康診断実施状況（対象業務別）
区　分

対 象 業 務
健診実施
事業場数 受診労働者数 所見のあった者 所見のあった者

人数 有所見率（％）有所見率（全国）
特 殊 健 康 診 断 合 計
有 機 溶 剤

鉛
四 ア ル キ ル 鉛
電 離 放 射 線
除 染 電 離 放 射 線
高 気 圧
特 定 化 学 物 質

石 綿（ ア ス ベ ス ト ）

資料：各特殊健康診断結果報告

（注）　 特定化学物質欄の健診実施事業場数及び受診労働者数は、何らかの対象業務の健診実施事業場数及び受診
労働者数であり、各対象業務別の健診実施事業場数及び受診労働者数を集計したものではありません。

ジクロルベンジジン 
塩素化ビフェニル 
オルト－トリジン 
ベリリウム 
アクリルアミド 
アクリロニトリル 
アルキル水銀化合物 
エチレンイミン 
塩化ビニル 
塩素 
カドミウム 
クロム酸 
クロロメチルメチルエーテル 
五酸化バナジウム 
コールタール 
シアン化カリウム 
シアン化水素 
シアン化ナトリウム 
３・３’－ジクロロ－４・４’－ジアミノジフェニルメタン
臭化メチル 
重クロム酸 
水 銀 
トリレンジイソシアネート 
ニッケルカルボニル 
パラ－ニトロクロルベンゼン 
弗化水素 
ベンゼン 
ペンタクロルフェノール 
マゼンタ 
マンガン 
沃化メチル 
硫化水素 
硫酸ジメチル 
ニッケル化合物 
砒 素 
酸 化 プロピレン 
１・１ － ジメチルヒドラジン 
インジウム及びその化合物　 
エチルベンゼン 
コバルト及びその無機化合物
１・２-ジクロロプロパン 
クロロホルム 
四塩化炭素 
１・４-ジオキサン 
１・２-ジクロロエタン 
ジクロロメタン 
スチレン 
１・１・２・２-テトラクロロエタン
テトラクロロエチレン 
トリクロロエチレン 
メチルイソブチルケトン 
ナフタレン 
リフラクトリーセラミックファイバー
オルトートルイジン 
三酸化二アンチモン 

41,485
13,986
1,900
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16
43

16,344
1
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8
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2
1

23
9
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23
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1
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3
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12
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10

107
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85
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137
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94
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5
1

914
143
36
1

1,227
12
59
23

1,137
254
67
3

446
1,885
1,609

26
962
154
195
113

1,174
563
39
54
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1,234

150
613
14
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
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4
5
4
0
25
2
7
4
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3
0
0
5
3
0
3
0
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.17
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
1.06
0.00
0.00
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.39
0.00
0.00
0.90
0.27
0.25
0.00
2.60
1.30
3.59
3.54
2.39
0.53
0.00
0.00
4.72
0.24
0.00
0.49
0.00
0.00

0.28
1.29
4.17
1.01
1.27
1.05
0.85
0.54
2.28
0.54
2.00
1.24
0.50
3.25
0.24
1.63
1.01
1.92
2.55
2.44
1.41
2.15
0.80
0.00
0.17
0.67
2.11
0.34

11.73
0.76
0.49
0.62
2.39
0.44
1.24
0.14
0.52
1.14
0.93
0.40
9.81
5.40
4.73
5.44
4.21
7.20
5.90
4.93
7.61
5.68
1.44
1.69
0.93
1.56
0.63

1,910
802
96
0

312
3
3

599

1,781
1,011
67
0

576
0
20
107

4.29
7.23
3.53
0.00
7.14
0.00
46.51
0.65

4.22
5.18
1.59
0.00
9.03
6.99
4.40
1.90

95 1,126 0 0.00 0.72

京都労働局

健康確保関係

10　令和 2 年 指導勧奨による特殊健康診断実施状況（対象業務別）
京都労働局

区　分

対 象 業 務
健診実施
事業場数 受診労働者数

所見のあった者 所見のあった者

人数 有所見率（％） 有所見率（全国）

指導勧奨特殊健診 合計 20,759 1,814 8.74 9.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：指導勧奨による健康診断結果報告

（注）指導勧奨特殊健診 合計の健診実施事業場数及び受診労働者数は、何らかの対象業務の健診実施事業場数及
び受診労働者数であり、各対象業務別の健診実施事業場数及び受診労働者数を集計したものではありません。
京都局で報告のなかった健診の種類は割愛してあります。

42

134

1

1

1

2

1

5

12

149

12

72

45

1,069

6,414

1

2

2

43

7

46

577

7,454

523

3,944

677

2

366

0

0

0

2

0

3

16

911

32

482

0

0.19

5.71

0.00

0.00

0.00

4.65

0.00

6.52

2.77

12.22

6.12

12.22

0.00

2.06

12.58

0.09

3.92

1.94

6.43

4.08

1.01

5.35

19.70

3.85

7.38

4.04

378

紫外線・赤外線 

騒音作業 

黄りん 

有機りん剤 

脂肪族の塩化又は臭化化合物

アルキル水銀化合物 

よう素 

メチレンジフェニルイソシアネート 

チェーンソー以外（振動） 

引金付工具（頸肩腕） 

ＶＤＴ作業 

レーザー機器 

重量物取扱い作業等
（介護作業等）
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11　京都労働局第13次労働災害防止推進計画とその進捗状況
～ 労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現にむけて ～

　働く方々の一人ひとりがかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、一人の被災者も出さな

いという基本理念の下、働く方々の一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るような社会としていくた

めには、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよう、不断の努力が必要である。

　また、一人ひとりの意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択する社

会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリアパスを前提とする働き方だけでなく、正規・

非正規といった雇用形態の違い、副業・兼業、個人請負といった働き方においても、安全や健康が確保され

なければならない。さらに、就業構造の変化等に対応した、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働

者、障害者である労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければなら

ない。

2018年度から2022年度までの５か年

計画期間

2020年 2,528名

2019年まで 66名

参考資料

○ 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進

① 建設業における墜落・転落災害等の防止

② 製造業における施設、設備機械等に起因する災害等の防止

③ 林業における伐木等作業の安全対策

○ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

① 労働者の健康確保対策の強化（健康確保措置の推進・産業保健機能の強化）

② 過重労働による健康障害防止対策の推進

③ 職場におけるメンタルヘルス対策等の推進

④ 雇用形態の違いにかかわらない安全衛生の推進

⑤ 副業・兼業、テレワークへの対応

⑥ 過労死等の実態解明と防止対策に関する研究の実施

○ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

① 災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応
（第三次産業・陸運業・転倒災害・腰痛・熱中症・交通労働災害・見える化）

② 高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止

③ 個人請負等の労働者の範疇に入らない者への対応

④ 技術革新への対応

○ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

① 企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進

② 脊髄に損傷を負った労働者等の職場復帰支援

○ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

① 化学物質による健康障害防止対策

② 石綿による健康障害防止対策

③　受動喫煙防止対策

④ 電離放射線による健康障害防止対策

⑤ 粉じん障害防止対策

○ 行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携による労働災害防止の取組

① 労働災害防止団体等の活動の促進

② 関係行政機関との連携

9 12 9

36

9
21

30

0
10
20
30
40
50
60
70

0

10

20

30

40

50

H30 R1 R2 R3 R4

死亡労働災害（全産業）

死亡者数
累計（放火事件による被災者を除く）

死亡者数 累計

１３次防目標値

2430
2478

2389

2528

2308

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600

H29 H30 R1 R2 R3 R4

休業４日以上労働災害発生状況（全産業）
死傷者数

１３次防目標
値

19



参考資料

○ 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進

① 建設業における墜落・転落災害等の防止

② 製造業における施設、設備機械等に起因する災害等の防止

③ 林業における伐木等作業の安全対策

○ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

① 労働者の健康確保対策の強化（健康確保措置の推進・産業保健機能の強化）

② 過重労働による健康障害防止対策の推進

③ 職場におけるメンタルヘルス対策等の推進

④ 雇用形態の違いにかかわらない安全衛生の推進

⑤ 副業・兼業、テレワークへの対応

⑥ 過労死等の実態解明と防止対策に関する研究の実施

○ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

① 災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応
（第三次産業・陸運業・転倒災害・腰痛・熱中症・交通労働災害・見える化）

② 高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止

③ 個人請負等の労働者の範疇に入らない者への対応

④ 技術革新への対応

○ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

① 企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進

② 脊髄に損傷を負った労働者等の職場復帰支援

○ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

① 化学物質による健康障害防止対策

② 石綿による健康障害防止対策

③　受動喫煙防止対策

④ 電離放射線による健康障害防止対策

⑤ 粉じん障害防止対策

○ 行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携による労働災害防止の取組

① 労働災害防止団体等の活動の促進

② 関係行政機関との連携
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12　改正石綿障害予防規則の強化ポイント
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12　改正石綿障害予防規則の強化ポイント

参考資料

13　「溶接ヒューム」が特定化学物質として法規制が強化されました！
主な改正内容

全体換気装置による換気等〈令和3年4月～〉
•金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場は、全体換気装置による換気か、これと同等以上の措置
（プッシュプル型換気装置、局所排気装置など）が必要です。

空気中の溶接ヒューム濃度の測定〈令和4年4月～〉
•金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場や新たな作業方法を採用しようとする際、作業方法
を変更しようとする際は、空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、適切な措置を取ることが必要です。
（既存の作業については令和4年3月31日までに測定を実施しておく必要があります。）

呼吸用保護具の使用〈令和4年4月～〉
•屋内、屋外を問わず金属アーク溶接等作業に従事させるときは、有効な呼吸用保護具を使用させる
ことが必要です。（屋内での金属アーク溶接作業については溶接ヒュームの濃度によって有効な呼
吸用保護具を選択する必要があります。）

フィットテストの実施〈令和5年4月～〉
•1年以内ごとに1回、JIS T8150に定める方法によりフィットテストを実施し、その記録を残しておく
必要があります。

床の掃除等〈令和3年4月～〉
•金属アーク溶接等作業に従事させるときは、屋内作業場の床などを水洗等ができる構造とすること
が必要です。

•掃除は水洗等の方法により、毎日１回以上実施することが必要です。

特殊健康診断の実施〈令和3年4月～〉
•雇入れ又は配置換えの際及びその後６カ月以内ごとに１回、定期に特定化学物質に係る特殊健康診
断を実施することが必要です。（従来からのじん肺法に基づくじん肺健康診断も必要です。）

作業主任者の選任〈令和4年4月～〉
•「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから特定化学物質作
業主任者を選任することが必要です。

その他〈令和3年4月～〉
•安全衛生教育の実施、ぼろ等の処理、関係者以外の立入禁止措置、洗浄設備の設置、喫煙又は飲食
の禁止などの規定が適用されます。

詳細については、京都労働局ホームページをご覧ください。
h�ps://jsite.mhlw.go.jp/kyotoroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei
_seido/_120676_00003.html
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14　治療と仕事の両立支援のためのガイドライン概要

主治医

労働者❷意見書

❸申出

事業場

❶勤務情報❶勤務情報
❹両立支援
プラン作成

産保センターの支援も活用できます

（産業医等の意見）

個別の両立支援の進め方

① 主治医に勤務情報を提供

② 就業継続の可否等の意見

③ 労働者が事業者へ申出

④ 就業上の措置等の決定および両立支援プランの作成

あなたの職場でも、両立支援に取り組んでみませんか？

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を
　ご活用ください。

●治療と仕事の両立支援の対応の仕方に悩む事業場が少なくない
【例】従業員が私傷病（業務に関係しないケガや病気）になった際、90％の企業が従業員の適正配置や雇用管理等に苦慮

治療と仕事の両立支援が、ますます身近な課題に

京都産業保健総合支援センター（産保センター、電話075-212-2600）において、治
療と仕事の両立支援のための 両立支援促進員 を配置し、以下のような支援を行って
います。

1
1

( )

R .
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職場の休暇制度等、労働条件を整備したい

治療と仕事の両立支援 京都府内の相談先一覧

名称 所在地 電話 【利用日・時間】※

京都労働局総合労働相談コーナー 京都市中京区金吹町451 075-241-3221 平日8時半～17時15分

京都府労働相談所
京都市南区新町通九条下ル
京都テルサ内

0120-786-604
075-661-3253

月～土 9時～13時
14時～21時 (土曜は17時）

京都府社会保険労務士会 京都市上京区弁財天町332 075-417-1881
(予約制)

水曜 10時～16時

労働者が働き続けながら治療を続けられる制度を導入したい

※ 平日：月～金曜日
※ 年末年始・祝祭日を除く

治療と仕事の両立支援助成金

名称 所在地 電話 【利用日・時間】※

(両立支援・助成金についての相談)

京都産業保健総合支援センター
京都市中京区梅屋町361-1
ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ御池ﾋﾞﾙ 東館5階

075-212-2600
（予約受付）

平日 9時～16時

(助成金についての相談)

独立行政法人労働者健康安全機構
※労働者健康安全機構のホームページで「産業保健関係助成金」をご確認ください。

（ナビダイヤル）

0570-783046
平日 9時～12時

13時～18時

環境整備コース 制度活用コース

事業者が、両立支援環境整備計画を作成し
、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行

い、かつ、両立支援コーディネーターを配置し
た場合に、申請に基づき費用を助成します。

事業者が、両立支援制度活用計画を作成し、
計画に基づき両立支援コーディネーターを活
用し、両立支援制度を用いた両立支援プラン
を策定し、実際に適用した場合に、申請に基づ
き費用を助成します。

1企業又は1個人事業主あたり一律20万円。
ただし、1企業又は1個人事業主あたり将来に

わたり1回限り助成されます。

1企業又は1個人事業主あたり一律20万円。
・対象労働者が有期契約の場合
・対象労働者の雇用期間に定めのない場合

それぞれ将来にわたり1回限り助成されます。
（20万円＋20万円・・・最大40万円）

両立支援の進め方・・・相談支援体制（例）

（R１.９）

主治医

（産業医）
企 業 医療機関支援機関等

労働者（患者）

相談支援 相談支援 相談支援

企業の両立支援コーディネーター
・人事労務担当者
・産業保健スタッフ

支援機関の両立支援コーディネーター
・社会保険労務士
・産業カウンセラー
・キャリアコンサルタント

医療機関の両立支援コーディネーター
・医療ソーシャルワーカー
・看護師

参考資料
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職場の休暇制度等、労働条件を整備したい

治療と仕事の両立支援 京都府内の相談先一覧

名称 所在地 電話 【利用日・時間】※

京都労働局総合労働相談コーナー 京都市中京区金吹町451 075-241-3221 平日8時半～17時15分

京都府労働相談所
京都市南区新町通九条下ル
京都テルサ内

0120-786-604
075-661-3253

月～土 9時～13時
14時～21時 (土曜は17時）

京都府社会保険労務士会 京都市上京区弁財天町332 075-417-1881
(予約制)

水曜 10時～16時

労働者が働き続けながら治療を続けられる制度を導入したい

※ 平日：月～金曜日
※ 年末年始・祝祭日を除く

治療と仕事の両立支援助成金

名称 所在地 電話 【利用日・時間】※

(両立支援・助成金についての相談)

京都産業保健総合支援センター
京都市中京区梅屋町361-1
ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ御池ﾋﾞﾙ 東館5階

075-212-2600
（予約受付）

平日 9時～16時

(助成金についての相談)

独立行政法人労働者健康安全機構
※労働者健康安全機構のホームページで「産業保健関係助成金」をご確認ください。

（ナビダイヤル）

0570-783046
平日 9時～12時

13時～18時

環境整備コース 制度活用コース

事業者が、両立支援環境整備計画を作成し
、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行

い、かつ、両立支援コーディネーターを配置し
た場合に、申請に基づき費用を助成します。

事業者が、両立支援制度活用計画を作成し、
計画に基づき両立支援コーディネーターを活
用し、両立支援制度を用いた両立支援プラン
を策定し、実際に適用した場合に、申請に基づ
き費用を助成します。

1企業又は1個人事業主あたり一律20万円。
ただし、1企業又は1個人事業主あたり将来に

わたり1回限り助成されます。

1企業又は1個人事業主あたり一律20万円。
・対象労働者が有期契約の場合
・対象労働者の雇用期間に定めのない場合

それぞれ将来にわたり1回限り助成されます。
（20万円＋20万円・・・最大40万円）

両立支援の進め方・・・相談支援体制（例）

（R１.９）

主治医

（産業医）
企 業 医療機関支援機関等

労働者（患者）

相談支援 相談支援 相談支援

企業の両立支援コーディネーター
・人事労務担当者
・産業保健スタッフ

支援機関の両立支援コーディネーター
・社会保険労務士
・産業カウンセラー
・キャリアコンサルタント

医療機関の両立支援コーディネーター
・医療ソーシャルワーカー
・看護師
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15　高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン概要（エイジフレンドリーガイドライン）

このガイドラインは、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防
的観点から、高年齢労働者の健康づくりを推進するために、高年齢労働者を使用する又は使用し
ようとする事業者と労働者に取組が求められる事項を具体的に示すものです※。

労働災害による休業４日以上の死傷者数のうち、
60歳以上の労働者の占める割合が増加傾向。
（平成30年は26.1％）
労働者千人当たりの労働災害件数（千人率）では、
男女ともに若年層に比べ高年層で相対的に高い。
（25～29歳と比べ65～69歳では男性2.0倍、女性4.9倍）

高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援
も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。
事業者が実施する労働災害防止対策の取組に協力するとともに、自己の健康を守るた
めの努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組むよう努める。

※　請負の形式による契約により業務を行う者についても参考にすることを期待

事業者に求められる取組
（１～５のうち法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能なものに取り組む）

１　安全衛生管理体制の確立等
経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施

２　職場環境の改善
照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の導入
勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理

３　高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の健康や
体力の状況を客観的に把握

４　高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、
安全と健康の点で適合する業務をマッチング
集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む

５　安全衛生教育
十分な時間をかけ、写真や図、映像等、文字以外の情報を活用した教育を実施
再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくり等が重要
※経済財政運営と改革の基本方針（令和元年６月閣議決定）において「サービス業で増加している高齢者の労働災害を
防止するための取組を推進する」ことが盛り込まれている。

事業者

労働者

2.05

4.06

0.82

4.00

0.00

15～
19

25～
29

35～
39

45～
49

55～
59

65～
69

75～
79

85以
上

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
■男性、 女性

＜年齢別・男女別の労働災害発生率（千人率）平成30年＞
出典︓労働力調査、労働者死傷病報告背景・現状

（１）中小企業や第三次産業における高年齢労働者の労働災害防止対策の取組事例の活用
（２）個別事業場に対するコンサルティング等の活用
（３）エイジフレンドリー補助金等の活用（令和２年度創設予定）
（４）社会的評価を高める仕組みの活用（安全衛生優良企業公表制度、あんぜんプロジェクト等）
（５）職域保健と地域保健の連携及び健康保険の保険者との連携の仕組みの活用

国・関係団体等による支援の活用

求められる取組

労働者に求められる取り組み
自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努める
日頃から運動を取り入れ、食習慣の改善等により体力の維持と生活習慣の改善に取り組む
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高齢者の安全衛生対策について個別に相談したいときは

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働
衛生のスペシャリストです。事業者の求めに応じて事業場の安全衛生診断等を行います。

６５歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇
用アドバイザーは、全国のハローワークと
連携して、企業の高齢者雇用促進に向けた
取組を支援しています︕

各企業の実情に応じて、以下の項目に対する専門的
かつ技術的な相談・助言を行っています。
●人事管理制度の整備に関すること
●賃金、退職金制度の整備に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること
●能力開発に関すること
●健康管理に関すること
●その他高年齢者等の雇用問題に関すること

相談・助言 無料

〇お近くのお問合せ先は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ（http://www.jeed.or.jp）から
ご覧いただけます。
〇「65歳超雇用推進事例サイト（https://www.elder.jeed.or.jp/）」 により、65歳を超える人事制度を導入
した企業や健康管理・職場の改善等に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

機構ＨＰはこちら

労働災害防止団体が中小規模事業場に対して、安全衛生に関する知識・経験豊富な専門職員を派遣して、
高年齢労働者対策を含めた安全衛生活動支援を無料で行います。

現場確認
専門職員が２時間程度で現場確認とヒアリングを行い、
事業場の安全衛生管理状況の現状を把握します。

結果報告
専門職員が現場確認の結果を踏まえたアドバイスを行います。
 転倒、腰痛、墜落・転落災害の予防のアドバイスを行います。
 現場巡視における目の付け所のアドバイスを行います。
 災害の芽となる「危険源」を見つけ、リスク低減の具体的方法をお伝えします。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業 個別支援

労働災害防止団体 問い合わせ先
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会
・林業・木材製造業労働災害防止協会
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会

技術支援部業務調整課
技術管理部指導課
技術管理部
教育支援課
技術管理部

03-3452-6366 （製造業等関係）
03-3453-0464 （建設業関係）
03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
03-3452-4981 （林業・木材製造業関係）
03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

高齢者の戦力化のための条件整備について個別に相談したいときは

【問い合わせ先】 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話︓03-3453-7935 ホームページ︓https://www.jashcon.or.jp/contents/

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断

有料

高年齢労働者の労働災害防止対策についての情報は
厚生労働省ホームページに掲載しています （Ｒ２．３）
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 16　産業保健活動総合支援事業のご案内　

　独立行政法人 労働者健康安全機構が実施主体となり、地域の医師会などの
協力のもと事業を運営します。
　労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、作業管理などを
含めた総合的な労働衛生管理の進め方についての相談などを一元的に受付け
るなど、企業内での産業保健活動への総合的な支援を実現します。
　事業の利用は、都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」また
は「地域窓口」にご相談ください。

事業者や産業保健スタッフなどを対象に、専門
的な相談への対応や研修などを行います。

　産業保健関係者からの専門的な相談への対応
　産業保健スタッフへの研修
　 メンタルヘルス対策の普及促進のための個別
訪問支援

　
　
　ストレスチェック制度の導入に関する支援
　治療と仕事の両立支援
　事業者・労働者に対する啓発セミナー
　産業保健に関する情報提供

労働者数50人未満の事業場を対象に、相談な
どへの対応を行います。

　相談対応
　・ メンタルヘルスを含む労働者の健康管理につ

いての相談
　・ 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
　・長時間労働者の医師による面接指導
　・高ストレス者の医師による面接指導

　個別訪問指導（医師などによる職場巡視など）
　産業保健に関する情報提供

※ 労働者50人以上の事業場についても、産業保健総合支援
センターのサービス利用の相談などを受け付けます。

産業保健総合支援センター
［都道府県ごとに設置］

事業全体を統括。
事業者・産業保健スタッフなどを支援

地域窓口
（地域産業保健センター）

［おおむね監督署管轄区域に設置］

主に、労働者数50人未満の事業場を支援

産業保健活動総合支援事業

産業保健活動総合支援事業のサービス内容
京都産業保健総合支援センター 地域窓口（地域産業保健センター）

詳細は、独立行政法人 労働者健康安全機構京都産業保健総合支援センターにお問い合わせください。

〒 604-8186 京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館 5 階
℡：075-212-2600　FAX：075-212-2700
ホームページアドレス：http://www.kyotos.johas.go.jp

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

参考資料
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17　安全衛生優良企業公表制度のあらまし

労働局

厚生労働省のＨＰで
自己診断

書類審査、
ヒアリング調査の実施

厚生労働省のＨＰに
企業名公表

本社管轄労働局への
申請書類の作成

自己診断で
一定基準を
満たす

認  定

申  請

□ 安全衛生マニュアル

□ 就業規則

□ ○○○○○○○○○

（認定通知書イメージ）

企 業

どんな企業が申請できるのですか？
労働者を雇用するすべての企業・法人が対象になり、ど

んな業種でも申請いただけます。

安全衛生優良企業の認定申請は、企業単位で行うの
ですか？
企業単位での申請となります。認定を受けるには、全て

の事業場の取組を含め、安全衛生優良企業の認定基準を

達成していることが必要です。

認定期間は何年ですか？
3年間です。3年経過した後は、再度

申請が必要になります。

自己診断の際に、評価項目を満たしているかどうか
の判断はどのように行ったらよいですか？
ホームページに掲載した各評価項目に、取組事例が記載

されていますので、参考にしてください。事例は参考な

ので、同じことを行っていなければ項目を満たしていな

い、というものではありません。

認定を受けた後に、要件を満たせない評価項目が発
生した場合には、どうすればよいですか？
何らかの事情により満たせない評価項目が発生し、認定

基準を満たさなくなった場合には、認定証を返納してい

ただく必要がありますので、認定を受けた労働局までご

相談ください。

申請の方法は次のとおりです。
詳細は、安全衛生優良企業のホームページをご覧ください。

Q
A

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

申請の

方法は
？

申請Q&A

参考資料
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18　STOP! 転倒災害プロジェクト
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■ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示
す～取組の５つのポイント～が実施できているか確認しましょう。

■ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検
討していただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載
していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

～取組の５つのポイント～

実施できて
いれば☑ 取組の５つのポイント

テレワーク・時差出勤等を推進しています。

体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけ
を行っています。

手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。

テレワークの積極的な活用について

 厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時
間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っています。

 さらに、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやす
くまとめたリーフレットも作成し、周知を行っています。

 こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、
テレワークを積極的に進めてください。

19　職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため
～取組の５つのポイント～
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■ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示
す～取組の５つのポイント～が実施できているか確認しましょう。

■ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検
討していただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載
していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

～取組の５つのポイント～

実施できて
いれば☑ 取組の５つのポイント

テレワーク・時差出勤等を推進しています。

体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけ
を行っています。

手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。

テレワークの積極的な活用について

 厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時
間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っています。

 さらに、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやす
くまとめたリーフレットも作成し、周知を行っています。

 こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、
テレワークを積極的に進めてください。

19　職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため
～取組の５つのポイント～

参考資料

○ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール

 感染者が発生した場合の対応手順を定め、
社内イントラネットや社内報で共有した。
[手順]
①感染リスクのある社員の自宅待機
②濃厚接触者の把握
③消毒
④関係先への通知など

新型コロナウイルス感染者が発生した場合の
対応手順の作成（製造業） サーマルシステムの導入（社会福祉法人）

 サーマルシステムを施設受付入口に設置し、
検温結果が37.5℃以上の者の入場を禁止し
ている。

 本システムでは、マスクの着用の検知を行
い、マスクの未着用者には表示と音声で注
意喚起を行う仕組みとなっている。

○ 密とならない工夫
ＩＴを活用した対策（建設業）

 スマートフォン用
無線機を導入し、
社員同士や作業従
事者との会話に活
用。３密を避けた
コミュニケーショ
ンをとるようにし
た。

ＩＴを活用した説明会の開催（その他の事業）
 WEB方式と対面方式
併用のハイブリッド
の説明会を開催した。

 対面での参加者に対
しても、席の間隔を
空ける、机にアクリ
ル板を設置するなど
の対策を行った。

○ 感染リスクが高まる「５つの場面」を避ける取り組み
※ 職場では、特に「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室など）に注意が必要

休憩所での対策（小売業）

、

 休憩室の机の中
央を注意喚起付
きのパーテー
ションで区切り
座席も密となら
ないよう二人掛
けにし、対面と
ならないよう斜
めに配置した。

社員食堂での対策（製造業）
 社員食堂の座席
レイアウトを変
更し、テーブル
の片側のみ使用
可とした。

 また、混雑緩和
のために、昼休
みを時差でとる
ようにした。
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入館時の手指等の消毒（宿泊業）

 宿泊者と従業員
の感染防止のた
め、ホテル入口
の消毒液設置場
所に、靴底の消
毒のためのマッ
トを設置した。

○ 感染防止のための基本的対策

複数人が触る箇所の消毒（製造業）

 複数人が触る可
能性がある機械
のスイッチ類を
定期的に消毒す
ることを徹底し
た。

○ その他の取り組み

 建設現場に入場する外国
人向け安全衛生の資料に、
新型コロナウイルス感染
症の注意点を外国語に翻
訳したものを掲載し、周
知徹底を図った。

外国人労働者への感染防止対策の周知（建設業）

 このチェックリストは、感染症対策の実施状況について確認し、職場の実態に即した対策を
労使で検討していただくことを目的としたものです。

 項目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべ
ての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、
可能な項目から工夫しましょう。

 職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に継続して、実施
いただくことが大切です。
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□ WBGT値の把握の
準備

JIS 規格「JIS B 7922」に適合したWBGT指数計
を準備しましょう。

□ 作業計画の策定な
ど

WBGT値に応じて、作業の中止、休憩時間の確保などが
できるよう余裕を持った作業計画をたてましょう。

□ 設備対策・休憩場
所の確保の検討

簡易な屋根の設置、通風または冷房設備や
ミストシャワーなどの設置により、
WBGT値を下げる方法を検討しましょう。
また、作業場所の近くに冷房を備えた
休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を
確保しましょう。

□ 服装などの検討 通気性の良い作業着を準備しておきましょう。身体を冷却
する機能をもつ服の着用も検討しましょう。

□ 教育研修の実施 熱中症の防止対策について、教育を行いましょう。

□ 労働衛生管理体制
の確立

衛生管理者などを中心に、事業場としての管理体制を整え、
必要なら熱中症予防管理者の選任も行いましょう。

□ 緊急時の措置の確
認

体調不良時に搬送する病院や緊急時の対応について確認を
行い、周知しましょう。

令和３年５月～９月

職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約1,000人が４日以上仕事を休んでいます。
夏季を中心に「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に
取り組みましょう︕

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事
業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全
国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

確実に実施できているかを確認し、□にチェックを入れましょう︕

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―

STOP︕熱中症

５/１ ９/30
重点取組期間

●実施期間︓令和３年5月1日から9月30日まで（準備期間４月、重点取組期間７月）

準備期間
キャンペーン期間

準備期間（４月１日～４月30日）

迷わず救急車を
呼びましょう︕

事業場では、期間ごとの実施事項に重点的に取り組んでください。
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重点取組期間（７月１日～７月31日）

□WBGT値の把握
JIS 規格に適合したWBGT指数計でWBGT値を測りましょう。

準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、
測定したWBGT値に応じて次の対策を取りましょう。

熱中症予防管理者等は、WBGT値を確認し、
巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

STEP
1

STEP
2

□ WBGT値の低減対策は実施されているか
□ 各労働者が暑さに慣れているか
□ 各労働者は水分や塩分をきちんと取っているか
□ 各労働者の体調は問題ないか
□ 作業の中止や中断をさせなくてよいか

□ 異常時の措置
～少しでも異変を感じたら～

・いったん作業を離れる
・病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ
・病院へ運ぶまでは一人きりにしない

STEP
3

□ WBGT値を下げるた
めの設備の設置

準備期間に検討した設備、休憩場所を
設置しましょう。
休憩場所には氷、冷たいおしぼり、
シャワー等や飲料水、塩飴などを設置しましょう。
準備期間に検討した通気性の良い服装なども
着用しましょう。

□ 休憩場所の整備

□ 通気性の良い服装など

□ 作業時間の短縮 WBGT値が高いときは、単独作業を控え、WBGT値に
応じて作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。

□ 熱への順化 暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を取り、
１週間程度かけて徐々に身体を慣らしましょう。
特に、入職直後や夏季休暇明けの方は注意が必要です︕

□ 水分・塩分の摂取 のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分を取りましょう。

□ プレクーリング 休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。

□ 健康診断結果に
基づく措置

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、
⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、
⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすくなります。
医師の意見をきいて人員配置を行いましょう。

□ 日常の健康管理
など

前日のお酒の飲みすぎはないか、寝不足ではないか、
当日は朝食をきちんととったか、管理者は確認
しましょう。熱中症の具体的症状について説明
し、早く気付くことができるようにしましょう。

□ 労働者の健康状態の確
認

作業中は管理者はもちろん、作業員同士お互いの健康状態を
よく確認しましょう。

キャンペーン期間（５月１日～９月30日）

梅雨明け□ 実施した対策の効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。
□ 特に梅雨明け直後は、WBGT値に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しましょう。
□ 水分、塩分を積極的に取りましょう。
□ 各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと取りましょう。
□ 期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。
□ 少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく、病院に搬送しましょう。

WBGT指数計の例
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